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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮像してＲＡＷ画像情報を生成する撮像手段と、
　前記ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、現像画像情報を生成する現像手段と、
　前記ＲＡＷ画像情報をＲＡＷ画像ファイルとして、前記現像画像情報を現像画像ファイ
ルとして記録媒体に記録する記録再生手段と、
を有し、
　前記記録再生手段は、前記現像手段による現像処理の状態に基づいて、前記記録媒体に
記録されている前記ＲＡＷ画像ファイルのファイル名を変更する、
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記ＲＡＷ画像ファイルまたは前記現像画像ファイルは、ファイル内に現像履歴を現像
ステータスとして保持しており、
　前記記録再生手段は、前記現像ステータスから現像処理の状態を判断してファイル名を
変更する、
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記記録再生手段は、前記ＲＡＷ画像ファイルに対して前記現像手段により現像処理さ
れて生成された前記現像画像ファイルが存在する場合に前記ＲＡＷ画像ファイルを前記記
録媒体に記録するときは、
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　前記ＲＡＷ画像ファイルを、前記現像画像ファイルが存在することを示す記号を含むフ
ァイル名で記録する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記現像手段は、
　撮影時に取得した前記ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、第１の現像画像情報を
生成する第１の現像手段と、
　前記記録媒体に記録された前記ＲＡＷ画像ファイルを読みだして前記第１の現像手段よ
りも高画質な第２の現像画像情報を得るための現像処理を行う第２の現像手段と、
を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記記録再生手段は、前記第２の現像手段による処理が行われたとき又は前記現像画像
情報が削除されたときに、前記ＲＡＷ画像ファイルのファイル名を、
　前記第１の現像画像情報が存在するか、
　前記第２の現像画像情報が存在するか、
　前記第１および第２の現像画像情報のどちらも存在しないか、
のいずれかを示す記号を含むファイル名に変更する、ことを特徴とする請求項４に記載の
撮像装置。
【請求項６】
　前記記録再生手段は、
　前記現像画像ファイルを前記記録媒体に記録する際に、前記第１の現像手段により生成
された第１の現像画像情報か、前記第２の現像手段により生成された第２の現像画像情報
かを識別可能なファイル名を付与して記録する、
ことを特徴とする請求項４または５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記現像画像情報、または、前記ＲＡＷ画像情報に係る画像を表示する表示処理手段を
さらに有し、
　前記表示処理手段は、前記現像画像ファイルまたは前記ＲＡＷ画像ファイルに基づく画
像と、対応するファイル名とを関連付けて表示する、
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記表示処理手段は、前記現像画像情報、または、前記ＲＡＷ画像情報のファイル名に
基づいて、対応する前記現像画像情報、または、前記ＲＡＷ画像情報に対する現像処理の
状態を判断して、前記現像画像情報、または、前記ＲＡＷ画像情報に係る画像を表示する
ときに、前記現像処理の状態を識別できるように表示する、
ことを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記ＲＡＷ画像ファイルは、関連する前記現像画像情報の削除履歴をファイル内に保持
し、
　前記表示処理手段は、前記削除履歴に基づいて、前記現像画像情報、または、前記ＲＡ
Ｗ画像情報に係る画像を表示するときに、関連する前記現像画像情報の前記削除履歴が識
別できるように表示する、
ことを特徴とする請求項７または８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　被写体像を撮像してＲＡＷ画像情報を生成する撮像手段と、
　前記ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、現像画像情報を生成する現像手段と、
　前記ＲＡＷ画像情報をＲＡＷ画像ファイルとして、前記現像画像情報を現像画像ファイ
ルとして記録媒体に記録する記録再生手段と、
　前記現像画像情報、または前記ＲＡＷ画像情報に係る画像を表示する表示処理手段と、
を有し、
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　前記表示処理手段は、前記現像画像ファイル、または前記ＲＡＷ画像ファイルに係る画
像とともに、第１の現像処理および前記第１の現像処理よりも高画質な第２の現像処理の
いずれにより現像されたのかを識別可能に表示する、
ことを特徴とする撮像装置。
【請求項１１】
　被写体像を撮像してＲＡＷ画像情報を生成する撮像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、現像画像情報を生成する現像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報をＲＡＷ画像ファイルとして、前記現像画像情報を現像画像ファイ
ルとして記録媒体に記録する記録再生工程と、
を有し、
　前記記録再生工程では、前記現像工程による現像処理の状態に基づいて、前記記録媒体
に記録されている前記ＲＡＷ画像ファイルのファイル名を変更する、
ことを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１２】
　被写体像を撮像してＲＡＷ画像情報を生成する撮像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、現像画像情報を生成する現像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報をＲＡＷ画像ファイルとして、前記現像画像情報を現像画像ファイ
ルとして記録媒体に記録する記録再生工程と、
　前記現像画像情報、または前記ＲＡＷ画像情報に係る画像を表示する表示処理工程と、
を有し、
　前記表示処理工程では、前記現像画像ファイル、または前記ＲＡＷ画像ファイルに係る
画像とともに、第１の現像処理および前記第１の現像処理よりも高画質な第２の現像処理
のいずれにより現像されたのかを識別可能に表示する、
ことを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１３】
　被写体像を撮像してＲＡＷ画像情報を生成する撮像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、現像画像情報を生成する現像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報をＲＡＷ画像ファイルとして、前記現像画像情報を現像画像ファイ
ルとして記録媒体に記録する記録再生工程と、
を有し、
　前記記録再生工程では、前記現像工程による現像処理の状態に基づいて、前記記録媒体
に記録されている前記ＲＡＷ画像ファイルのファイル名を変更する、
撮像装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　被写体像を撮像してＲＡＷ画像情報を生成する撮像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、現像画像情報を生成する現像工程と、
　前記ＲＡＷ画像情報をＲＡＷ画像ファイルとして、前記現像画像情報を現像画像ファイ
ルとして記録媒体に記録する記録再生工程と、
　前記現像画像情報、または前記ＲＡＷ画像情報に係る画像を表示する表示処理工程と、
を有し、
　前記表示処理工程では、前記現像画像ファイル、または前記ＲＡＷ画像ファイルに係る
画像とともに、第１の現像処理および前記第１の現像処理よりも高画質な第２の現像処理
のいずれにより現像されたのかを識別可能に表示する、
撮像装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、撮像装置及び撮像装置の制御方法に関し、特に、動画または静止画のＲＡＷ
画像を扱う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の撮像装置では、撮像センサーによって撮像された生の画像情報（ＲＡＷ画像）を
デベイヤー処理（デモザイク処理）し、輝度と色差から成る信号に変換して、各信号につ
いてノイズ除去、光学的な歪補正、画像の適正化などの所謂現像処理を行っている。そし
て、現像処理された輝度信号及び色差信号を圧縮符号化して、記録媒体に記録するのが一
般的である。
【０００３】
　一方で、ＲＡＷ画像を記録できる撮像装置も存在する。ＲＡＷ画像は、記録に必要なデ
ータ量が膨大になるが、オリジナル画像に対する補正や劣化を最低限に抑えられ、撮影後
に編集できる利点があるので、上級者によって好んで使われている。
　ＲＡＷ画像を記録する撮像装置の構成は特許文献１に開示されている。特許文献１には
、ＲＡＷ画像と共に現像パラメータを記録しておき、再生時に当該現像パラメータを用い
てＲＡＷ画像の現像及び再生を行う構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２４４４２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述のように、ＲＡＷ画像と、ＲＡＷ画像に対して現像処理を行った後の画像（例えば
ＪＰＥＧ画像）とが、記憶媒体上に保存されるような撮像装置の場合で説明する。この撮
像装置の場合、ユーザーが撮影を重ねていくと、ＲＡＷ画像と現像処理後の画像とを合わ
せファイル数が膨大になると共に、そのデータ量も膨大になることが起こり得る。
【０００６】
　そのため、撮像装置内の記憶媒体において、記憶媒体の容量内に占めるデータ量が多く
なり、残りの容量が少なくなる状態が考えられるが、その場合、ユーザーはＲＡＷ画像や
現像処理済みの画像を消去したり、別の記憶媒体へ移したりすることが予想される。その
とき、ユーザーとしては、ＲＡＷ画像から現像処理済みか否かを判断して撮像データの消
去や移動を実行することが望ましい。
【０００７】
　そのため、ユーザーはＲＡＷ画像からの現像履歴状態を正確に判断する必要がある。現
像履歴状態は、ＲＡＷ画像から現像済みか否かという状態、または、ＲＡＷ画像から現像
した画像が存在するか否かという状態、または、どのような現像方法で現像されたかとい
う状態がある。
【０００８】
　しかし、従来の撮像装置では、ＲＡＷ画像が現像済みか否かを容易に判断することは難
しい。現像済みか否かを判断するためには、例えばＲＡＷ画像と現像して生成された画像
が、記録媒体上にてそれぞれ別のフォルダで記録されていた場合。この場合、ＲＡＷ画像
のファイルが記録されているフォルダと、現像して生成された画像のファイルが記録され
ているフォルダを見比べて判断するというような作業が必要である。
【０００９】
　また、記憶媒体を撮像装置より取り出し、その記憶媒体をパーソナルコンピュータ（Ｐ
Ｃ）に接続し、撮影したデータを消去したり移動したりするような場合であっても同様に
、ＲＡＷ画像が現像済みか否かを容易に判断することは難しい。また、容易に判断するこ
とが難しいために、ユーザーが現像済みか否かの判断を誤って削除や移動等を実行してし
まうことも考えられる。
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　本発明は前述の問題点に鑑み、ＲＡＷ画像からの現像履歴状態をユーザーが容易に判断
できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の撮像装置は、被写体像を撮像してＲＡＷ画像情報を生成する撮像手段と、前記
ＲＡＷ画像情報に対して現像処理を行い、現像画像情報を生成する現像手段と、前記ＲＡ
Ｗ画像情報をＲＡＷ画像ファイルとして、前記現像画像情報を現像画像ファイルとして記
録媒体に記録する記録再生手段と、を有し、前記記録再生手段は、前記現像手段による現
像処理の状態に基づいて、前記記録媒体に記録されている前記ＲＡＷ画像ファイルのファ
イル名を変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ＲＡＷ画像からの現像についてどのような状態であるかを、容易に判
断することができ、ユーザーの利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本実施形態の撮像装置における状態遷移を説明する図である。
【図３】本実施形態の画像撮影モードの処理に係るフローチャートである。
【図４】本実施形態の画像ファイルとＲＡＷファイルの構成例を示す図である。
【図５】本実施形態のアイドル状態の処理に係るフローチャートである。
【図６】本実施形態の画像再生モードの処理に係るフローチャートである。
【図７】本実施形態の画像再生モードの表示処理の例を示す図である。
【図８】本実施形態の画像ファイル削除時の処理に係るフローチャートである。
【図９】画像の画素配列を説明する図である。
【図１０－１】本実施形態の画像再生モードの表示処理の例を示す図である。
【図１０－２】本実施形態の画像再生モードの表示処理の例を示す図である。
【図１１】本実施形態の画像ファイル削除時の処理に係るフローチャートである。
【図１２】本実施形態のＲＡＷファイルのリスト表示の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（第１の実施形態）
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図である。図１に示
した撮像装置１００は、被写体を撮像して得られた画像情報を記録媒体に記録するだけで
なく、画像情報を記録媒体から再生し、現像処理して表示する機能や、画像情報を外部の
装置やサーバ（クラウド）等と送受信する機能を有する。従って、本発明の実施形態に係
る撮像装置は、画像処理装置、記録装置、再生装置、記録再生装置、通信装置等と表現す
ることができる。
【００１４】
　図１において、制御部１６１は、ＣＰＵと、当該ＣＰＵが実行する制御プログラムを格
納するメモリを含み、撮像装置１００の全体の処理を制御する。操作部１６２は、ユーザ
ーが撮像装置１００に対して指示を与えるために用いるキーやボタン、タッチパネルなど
の入力デバイスを含む。
【００１５】
　操作部１６２からの操作信号は、制御部１６１によって検出され、操作に応じた動作が
実行されるよう制御部１６１によって制御される。表示部１２３は、撮像装置１００にお
いて、撮影、或いは再生された画像や、メニュー画面、各種情報等を表示するための液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）等を含む。
【００１６】
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　操作部１６２によって撮影動作の開始が指示されると、撮像対象となる被写体の光学像
が、撮像光学部１０１を介して入力され、撮像センサー部１０２上に結像する。撮影時、
撮像光学部１０１及び撮像センサー部１０２の動作は、評価値算出部１０５により取得さ
れる絞り、フォーカス、手ぶれ等の評価値算出結果や、認識部１３１によって抽出される
被写体情報に基づいて、カメラ制御部１０４によって制御される。
【００１７】
　撮像センサー部１０２は、画素毎に配置される赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のＲＧＢ
のカラーフィルターを透過した光を電気信号に変換する。図９は、撮像センサー部１０２
に配置されるカラーフィルターの一例であり、撮像装置１００が扱う画像の画素配列を表
している。
【００１８】
　図９に示すように、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）が画素毎にモザイク状に配置されて
いて、２×２の４画素につき赤１画素、青１画素、緑２画素を１セットにして規則的に並
べられた構造となっている。このような画素の配置は、一般にベイヤ―配列と呼ばれる。
【００１９】
　撮像センサー部１０２によって変換された電気信号は、センサー信号処理部１０３によ
って画素の修復処理が施される。修復処理には、撮像センサー部１０２における欠落画素
や信頼性の低い画素の値に対し、周辺画素値を用いて修復対象の画素を補間したり、所定
のオフセット値を減算したりする処理が含まれる。本実施形態では、センサー信号処理部
１０３から出力される画像情報を、生（未現像）の画像を意味するＲＡＷ画像（ＲＡＷ画
像情報）と称す。
【００２０】
　ＲＡＷ画像は、現像部１１０で現像処理される。現像部１１０は、複数の異なる現像処
理部を有し、第１の現像部としての簡易現像部１１１と、第２の現像部としての高画質現
像部１１２とから成り、それらの出力を選択するスイッチ部１２１を含んで構成される。
簡易現像部１１１、高画質現像部１１２は共に、ＲＡＷ画像に対してデベイヤー処理（デ
モザイク処理）を施し、輝度と色差から成る信号に変換して、各信号に含まれるノイズを
除去、光学的な歪を補正し、画像を適正化するなどの所謂現像処理を行う。
【００２１】
　特に、高画質現像部１１２は、簡易現像部１１１よりも各々の処理を高精度に行うもの
である。高精度であるため、簡易現像部１１１よりも高画質な現像画像が得られるが、一
方で、処理負荷が大きくなってしまう。
【００２２】
　そこで、本実施形態の高画質現像部１１２は、撮影と並行したリアルタイムの現像に特
化したものではなく、撮影後に時間をかけて分散処理を行うことが可能な構成になってい
る。このように高画質現像を撮影時ではなく、時間をかけて後から行うようにすることで
、回路規模や消費電力の増大（ピーク）を低く抑えることができる。
【００２３】
　他方、簡易現像部１１１は、高画質現像部１１２よりも、画質は低いものの、撮影中に
高速に現像処理を行えるよう、高画質現像よりも現像に係る処理量が少なくなるように構
成されている。簡易現像部１１１の処理負荷は小さいので、撮影動作と並行したリアルタ
イムの現像の際には簡易現像部１１１を用いるようにする。スイッチ部１２１は、操作部
１６２によりユーザーから指示された操作内容や実行中の動作モードに応じた制御に従っ
て、制御部１６１によって切り替えられる。
【００２４】
　なお、本実施形態では、現像部１１０の中に簡易現像部１１１と高画質現像部１１２が
独立に存在する構成を示しているが、一つの現像部が動作モードを切り替えて、簡易現像
と高画質現像の処理を排他的に行う構成であっても本発明の範疇である。
【００２５】
　現像部１１０によって現像処理された画像情報（現像画像情報）は、表示処理部１２２
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によって所定の表示処理がなされた後、表示部１２３にて表示される。表示処理部１２２
は、現像部１１０より送信された画像情報のヘッダ部を読み取り、表示部１２３上にファ
イル名を表示したり、メタデータ部を読み取り、ファイルの種類に応じて表示を変化させ
たり、というような動作もできる。また、現像処理された画像情報は、映像出力端子１２
４により、外部に接続された表示機器に出力してもよい。映像出力端子１２４は、例えば
ＨＤＭＩ（登録商標）やＳＤＩのような汎用インタフェースを含む。
【００２６】
　現像部１１０によって現像処理された画像情報は、評価値算出部１０５にも供給される
。評価値算出部１０５は、画像情報からフォーカス状態や露出状態などの評価値を算出す
る。
　現像部１１０によって現像処理された画像情報は、認識部１３１にも供給される。認識
部１３１は、画像情報中の被写体情報を検出及び認識する機能を有する。例えば、画像情
報によって表される画面内における顔を検出し、有る場合は顔の位置を示す情報を出力し
、さらに顔などの特徴情報に基づいて特定の人物の認証などを行う。
【００２７】
　現像部１１０によって現像処理された画像情報は、画像圧縮部１４１にも供給される。
画像圧縮部１４１は、対象となる画像情報を高能率符号化（圧縮符号化）し、情報量が圧
縮された画像情報を生成して、画像ファイル（静止画ファイル、または、動画ファイル）
に変換する。静止画圧縮はＪＰＥＧなどを用いることができ、動画圧縮にはＭＰＥＧ－２
、Ｈ．２６４、Ｈ．２６５等を用いることができる。
【００２８】
　ＲＡＷ圧縮部１１３は、センサー信号処理部１０３が出力したＲＡＷ画像を、ウエーブ
レット変換や、差分符号化等の技術を用いて高能率符号化し、圧縮された状態のＲＡＷフ
ァイルに変換して、バッファ部（記憶媒体）１１５に格納する。ＲＡＷファイルは、バッ
ファ部１１５内に残しておいてＲＡＷ伸張部１１４によって再び読み出すことができるが
、バッファ部１１５に格納された後、別の記録媒体１５２に移動して記録する（バッファ
部１１５から削除する）ようにしてもよい。
【００２９】
　ＲＡＷ伸張部１１４は、バッファ部１１５に格納されているＲＡＷファイルを読み出し
て、圧縮された状態のＲＡＷファイルを復号して伸張する。ＲＡＷ伸張部１１４によって
伸張されたＲＡＷファイルは、現像部１１０内の簡易現像部１１１、高画質現像部１１２
に供給される。
【００３０】
　ＲＡＷファイルと、前述の静止画ファイル及び動画ファイル（ＲＡＷ画像ファイル）は
、記録再生部１５１によって、記録媒体１５２に記録される。その際、記録再生部１５１
は、記録するＲＡＷファイル、静止画ファイル、動画ファイルのヘッダ部に、ファイル名
を書き込むことができる。記録媒体１５２は、内蔵式の大容量メモリやハードディスク、
または、着脱式のメモリカード等である。記録再生部１５１は、記録媒体１５２から静止
画ファイル、動画ファイル、ＲＡＷファイルを読み出すこともできる。
【００３１】
　記録再生部１５１は、通信部１５３を介して、外部のストレージやサーバに、各種ファ
イルを書き込んだり、読み出したりすることができる。通信部１５３は通信端子１５４を
用いて、無線通信や有線通信によりインターネットや外部機器にアクセス可能な構成を有
する。
【００３２】
　再生動作が開始されると、記録再生部１５１は、記録媒体１５２から、または、通信部
１５３を介して、所望のファイルを取得して再生する。
　再生対象のファイルがＲＡＷファイルであれば、記録再生部１５１は、取得されたＲＡ
Ｗファイルをバッファ部１１５に格納する。
【００３３】
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　その後、ＲＡＷ伸張部１１４が、バッファ部１１５に格納されているＲＡＷファイルを
読み出して、圧縮された状態のＲＡＷファイルを復号して伸張する。ＲＡＷ伸張部１１４
によって伸張されたＲＡＷファイルは、現像部１１０内の高画質現像部１１２に供給され
る。高画質現像部１１２は、供給されたＲＡＷファイルを高画質に現像し、再生画像とし
て表示処理部１２２に供給する。
【００３４】
　再生対象のファイルが画像ファイルであれば、記録再生部１５１は取得された画像ファ
イルを画像伸長部１４２に供給する。画像伸長部１４２は、入力された画像ファイルを復
号して伸張し、画像の再生画像として表示処理部１２２に供給する。
【００３５】
　次に、本実施形態の撮像装置１００の動作モードに関して、図面を用いて詳細に説明す
る。
　図２は、撮像装置１００における、各動作モードの遷移を示す状態遷移図である。この
ようなモードの遷移は、操作部１６２からのユーザー操作指示や、制御部１６１の判断に
応じて実行され、操作に応じて手動で遷移することもあれば、自動で遷移することもある
。図２のように、撮像装置１００は、アイドル状態（２００）を経由して２つのモード、
画像撮影モード（２０１）、画像再生モード（２０２）、に適宜切り替わって動作する。
【００３６】
　次に、撮像装置１００の画像撮影モード（２０１）における動作について説明する。
　本実施形態に係るＲＡＷファイル及び画像ファイルは、静止画と動画の両方を対象とす
るが、以下の説明では分かり易いよう静止画を例に挙げて説明を行う。
【００３７】
　図３に、本実施形態の画像撮影モードの処理に係るフローチャートを示す。図３のフロ
ーチャートは、制御部１６１によって、各処理ブロックを制御して実行される処理手順を
図示したものであり、制御部１６１が有するメモリ（ＲＯＭ）に格納されているプログラ
ムをメモリ（ＲＡＭ）に展開し、ＣＰＵが実行することにより実現される。
【００３８】
　図３において画像撮影モードの処理が開始されると（Ｓ３００）、制御部１６１が撮像
装置１００の処理負荷状況が低いか否かを判定し（Ｓ３０１）、負荷状況に応じた頻度で
アイドル状態（Ｓ３２０）へ遷移し、そうでなければＳ３０２へ進む。例えば、高速連写
中は処理負荷が高いため、Ｓ３２０へは遷移せず、常にＳ３０２へ進む。通常の単発の撮
影を行う場合においては、第１の撮影と第２の撮影の合間に例えば半分の頻度でＳ３２０
へ遷移する。
【００３９】
　Ｓ３０２において、カメラ制御部１０４が、好適な条件で撮影を行うよう、撮像光学部
１０１や撮像センサー部１０２の動作を制御する。例えば、ユーザーのズームやフォーカ
スの指示に従って、撮像光学部１０１に含まれるレンズが移動されたり、撮影画素数の指
示に従って撮像センサー部１０２の読み出し領域が設定されたりする。また、後述の評価
値算出部１０５や認識部１３１から供給される評価値の情報や被写体情報に基づいて、特
定被写体へのフォーカス調整や追尾などの制御が行われる。
【００４０】
　Ｓ３０３において、撮像センサー部１０２によって変換された電気信号に対して、セン
サー信号処理部１０３が画素の修復のための信号処理を施す。ここでは、欠落画素や、信
頼性の低い画素の値に対し、周辺画素値を用いて補間したり、所定のオフセット値を減算
したりする。本実施形態では、Ｓ３０３の処理を終えて、センサー信号処理部１０３から
出力される画像情報を、生（未現像）の画像を意味するＲＡＷ画像と呼ぶ。
【００４１】
　Ｓ３０４において、簡易現像部１１１がＲＡＷ画像を現像処理する。このとき、制御部
１６１が現像部１１０内のスイッチ部１２１を切り替えて、簡易現像部１１１で現像処理
された画像情報の出力を選択する。
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【００４２】
　簡易現像部１１１は、ＲＡＷ画像に対してデベイヤー処理（デモザイク処理）し、輝度
と色差から成る信号へ変換して、各信号に含まれるノイズを除去、光学的な歪を補正し、
画像を適正化するなどの所謂現像処理を行う。
【００４３】
　ここで、簡易現像部１１１が行う現像処理（簡易現像）について説明する。
　簡易現像部１１１は、現像後の画像サイズを２００万画素以下に制限したり、ノイズ除
去や光学的な歪補正を限定的な処理に留めたり或いは省いたりすることで、現像の高速処
理や簡易処理を実現している。簡易現像部１１１が、画像サイズを縮小した上で処理を行
ったり、現像処理の機能を一部制限したりすることで、撮像装置１００は、例えば２００
万画素の毎秒６０コマというパフォーマンスの撮影を、小さい回路規模で少ない消費電力
で実現することができる。
【００４４】
　簡易現像部１１１で現像処理された画像情報は、評価値算出部１０５に供給される。評
価値算出部１０５は、画像情報に含まれる輝度値やコントラスト値などからフォーカス状
態や露出状態などの評価値を算出する（Ｓ３０５）。なお、評価値算出部１０５は、現像
処理前のＲＡＷ画像を取得して、ＲＡＷ画像から同様に評価値を算出するようにしてもよ
い。
【００４５】
　また、簡易現像部１１１で現像処理された画像情報は、認識部１３１に供給される。認
識部１３１は、画像情報から被写体（顔など）の検出を行い、被写体情報を認識する。例
えば、画像情報内における顔の有無や、その位置、特定の人物の認証などを行って、その
結果を情報として出力する（Ｓ３０６）。
【００４６】
　また、簡易現像部１１１で現像処理された画像情報は、表示処理部１２２に供給される
。表示処理部１２２は、取得した画像情報から表示画像を形成し、表示部１２３または外
部の表示装置に出力して、表示する（Ｓ３０７）。
【００４７】
　表示部１２３による表示画像は、画像撮影モードにおいて、ユーザーが被写体を適切に
フレーミングするためのライブビュー表示（撮影スルー画像表示）のために用いられる。
なお、表示画像は、表示処理部１２２から映像出力端子１２４を経由して、外部のテレビ
ジョンなどの他の表示装置にて表示されてもよい。さらに、表示処理部１２２は、評価値
算出部１０５や認識部１３１から供給される、評価値情報や被写体情報を活用して、例え
ば、表示画像上のフォーカスの合焦領域にマーキング表示したり、認識された顔の位置に
枠を表示したりすることもできる。
【００４８】
　Ｓ３０８において、制御部１６１は、ユーザーからの撮影指示の入力を判定し、撮影の
指示があった場合は、Ｓ３１０へ進む。Ｓ３０８で撮影指示が無い場合は、Ｓ３０１へ戻
って、撮影の準備動作とライブビュー表示を繰り返す。
【００４９】
　Ｓ３０８における撮影指示に応答して、簡易現像部１１１で現像処理された画像情報が
、画像圧縮部１４１に供給される。画像圧縮部１４１は、取得した画像情報に対して高能
率符号化処理（画像圧縮）を施し（Ｓ３１０）、画像ファイルを生成する。なお、画像圧
縮部１４１は、ＪＰＥＧなどの公知の画像圧縮技術を用いて圧縮処理を行う。
【００５０】
　Ｓ３１１において、記録再生部１５１が画像ファイルを記録媒体１５２に記録する。そ
の際、制御部１６１は、記録する画像ファイル内に保持している現像ステータスを参照す
る。そして、画像ファイルを記録する際のファイル名について、簡易現像部１１１で現像
された画像ファイルであると分かるようなファイル名（Ａ）を付与するよう、記録再生部
１５１に対して制御を行う。
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【００５１】
　現像ステータスとは、現像された画像ファイルにおいては、対象の画像ファイルが、簡
易現像部１１１によって簡易現像されたか、高画質現像部１１２によって高画質に現像さ
れたこと等を示す情報である。なお、ファイル名（Ａ）については後述する。また、現像
ステータスについても別に後述する。
【００５２】
　さらに、Ｓ３０８における撮影指示に応答して、ＲＡＷ圧縮部１１３が、撮影された画
像に対応するセンサー信号処理部１０３から出力されたＲＡＷ画像を取得し、ＲＡＷ画像
を高能率符号化（ＲＡＷ圧縮）してＲＡＷファイルに変換する（Ｓ３１２）。ＲＡＷファ
イルはバッファ部１１５に格納される。
【００５３】
　ＲＡＷ圧縮部１１３が行う高能率符号化は、ウエーブレット変換や、差分符号化などの
公知の技術により処理されるものとするが、非可逆符号化でも可逆符号化でもよい。或い
は、ＲＡＷ圧縮部１１３のＲＡＷ圧縮を省略して、ＲＡＷ画像が非圧縮の状態のままスル
ー出力されてもよい。ＲＡＷ圧縮の有無に関わらず、本実施形態では、センサー信号処理
部１０３から供給される画像情報を大きく損なわない、高画質ファイルとして復元可能な
ＲＡＷファイルを生成する。
【００５４】
　Ｓ３１３において、記録再生部１５１がＲＡＷファイルを記録媒体１５２に記録する。
その際、制御部１６１は、記録するＲＡＷファイルに含まれる現像ステータスを参照する
。そして、ＲＡＷファイルを記録する際のファイル名について、簡易現像部１１１で現像
が実行された簡易画像が存在し、高画質現像部１１２では現像が実行されていないと分か
るようなファイル名（Ｂ）を付与するよう、記録再生部１５１に対して制御を行う。
【００５５】
　現像ステータスとは、ＲＡＷファイルにおいては、そのＲＡＷファイルに対応する画像
ファイルが、簡易現像部１１１によって簡易現像されたか、高画質現像部１１２によって
高画質に現像されたか、現像された画像が存在しないか、等を示す情報である。なお、フ
ァイル名（Ｂ）については後述する。また、現像ステータスについても別に後述する。
【００５６】
　Ｓ３１３において、記録再生部１５１がＲＡＷファイルを記録媒体１５２に記録した後
、フローはＳ３０１に遷移する。なお、Ｓ３１１及びＳ３１３において、記録再生部１５
１は、画像ファイル及び／またはＲＡＷファイルを、通信部１５３を介して、通信端子１
５４から外部のストレージに送って、外部のストレージによって記録するようにしてもよ
い。
　以上が、本実施形態の画像撮影モードの処理に係るフローの説明である。
【００５７】
　ここで、本実施形態に係る、画像ファイルの構造と、ＲＡＷファイルの構造について説
明する。図４は、画像ファイル及びＲＡＷファイルの構成例を示す図である。
　図４（ａ）に示す画像ファイル４００は、記録再生部１５１によって、例えば記録媒体
１５２の所定の記録エリアに記録されている。
【００５８】
　画像ファイル４００は、ヘッダ部４０１、メタデータ部４０２、圧縮データ部４０３か
ら成る。ヘッダ部４０１には、この画像ファイルのファイル名（例えば前述のファイル名
（Ａ））や、このファイルが画像ファイルの形式であることを示す識別コードなどが含ま
れている。圧縮データ部４０３には、高能率符号化された画像の圧縮データが含まれてい
る。
【００５９】
　メタデータ部４０２には、この画像ファイルと同時に生成されたＲＡＷファイルのファ
イル名の情報４０４（例えば前述のファイル名（Ｂ））が含まれる。また、この画像ファ
イルが簡易現像部１１１によって簡易現像されたか、高画質現像部１１２によって高画質
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に現像されたか、現像された画像が存在しないか等を示す現像ステータス４０５の情報が
含まれる。
【００６０】
　また、評価値算出部１０５や認識部１３１で検知された評価値や被写体情報、及び、撮
像光学部１０１や撮像センサー部１０２からの撮影時の情報（例えば、レンズ種別識別情
報、センサー種別識別情報など）を含む撮影メタデータ４０６が含まれる。また、図示し
ていないが、同時に生成されたＲＡＷファイルが記録されている記録媒体の識別コードや
、記録されているフォルダのパス情報などを更に含んでもよい。前述した、図３のフロー
Ｓ３１１における制御部１６１の現像履歴状態の判断は、メタデータ部４０２に含まれる
現像ステータス４０５の情報を参照して行われる。
【００６１】
　図４（ｂ）に示すＲＡＷファイル４１０は、記録再生部１５１によって、例えば記録媒
体１５２の所定の記録エリアに記録されている。ＲＡＷファイル４１０は、ヘッダ部４１
１、メタデータ部４１２、圧縮データ部４１３から成る。ヘッダ部４１１には、このＲＡ
Ｗファイルのファイル名（例えば前述のファイル名（Ｂ））や、このファイルがＲＡＷフ
ァイルの形式であることを示す識別コードなどが含まれている。圧縮データ部４１３には
、高能率符号化された画像のＲＡＷ圧縮データが含まれている（圧縮されていない画像の
ＲＡＷ画像データであってもよい）。
【００６２】
　メタデータ部４１２には、このＲＡＷファイルと同時に生成された画像ファイルのファ
イル名の情報４１４（例えば前述のファイル名（Ａ））が含まれる。また、その画像ファ
イルが簡易現像部１１１によって簡易現像されたか、高画質現像部１１２によって高画質
に現像されたか等を示す現像ステータス４１５の情報が含まれる。
【００６３】
　また、評価値算出部１０５や認識部１３１で検知された評価値や被写体情報、及び、撮
像光学部１０１や撮像センサー部１０２からの撮影時の情報（例えば、レンズ種別識別情
報、センサー種別識別情報など）を含む撮影メタデータ４１６が含まれる。また、図示し
ていないが、同時に生成された画像ファイルが記録されている記録媒体の識別コードや、
記録されているフォルダのパス情報などを更に含んでもよい。
【００６４】
　或いはまた、同時に生成された画像ファイルそのものをメタデータ化して、メタデータ
部４１２に格納してもよい。前述した、図３のフローＳ３１３における制御部１６１の現
像履歴状態の判断は、メタデータ部４１２に含まれる現像ステータス４１５の情報を参照
して行われる。
　前述した実施形態に係る各種ファイルの構造は一例であり、ＤＣＦやＥＸＩＦなどの標
準規格に準じた構成であってもよい。
【００６５】
　続いて、図３のＳ３０１で遷移するステップであるＳ３２０について、図５のフローチ
ャートを用いて説明する。
　図５に、本実施形態のアイドル状態の処理に係るフローチャートを示す。図５のフロー
チャートは、制御部１６１によって、各処理ブロックを制御し実行される処理手順を図示
したものであり、制御部１６１が有するメモリ（ＲＯＭ）に格納されているプログラムを
メモリ（ＲＡＭ）に展開し、ＣＰＵが実行することにより実現される。
【００６６】
　図５においてアイドル状態の処理が開始されると（Ｓ５００）、制御部１６１が、ユー
ザーの設定により追いかけ現像を行うか否かを判定し（Ｓ５０１）、追いかけ現像を行わ
ない場合はＳ５０２に、追いかけ現像を行う場合はＳ５２０に遷移する。
【００６７】
　Ｓ５０１で追いかけ現像を行わない場合、ユーザーからのモード設定に従って、制御部
１６１が図２に示した２０１，２０２の何れかのモードに遷移するか判定する（Ｓ５０２
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、Ｓ５０３）。そして、制御部１６１が、選ばれたモードの処理フローへ遷移するよう制
御する（Ｓ５１０、Ｓ５１１）。
【００６８】
　ここで、本実施形態に係る「追いかけ現像」とは、撮影動作を終えた後、バッファ部１
１５または記録媒体１５２等に記録されたＲＡＷファイルをソースとして、改めて高画質
に現像処理を施し、高画質の表示画像や高画質の画像ファイルを生成する処理である。本
実施形態に係る追いかけ現像の対象となるＲＡＷファイルは、静止画と動画の両方を対象
とするが、以下の説明では分かり易いよう静止画を想定して説明を行う。
【００６９】
　前述したように、撮影時に生成される画像ファイルは、簡易現像部１１１で現像されて
いるため、画素数が２００万画素以下であったり、現像処理を一部省いていたりするため
に、画質は限定的な品質である。撮影内容の大まかな確認としては有効であるが、画像の
細部を確認したり、プリントアウトしたりする用途には十分ではない場合がある。
【００７０】
　一方、画像と同時に生成するＲＡＷファイルは、センサー信号処理部１０３から供給さ
れる画像情報を大きく損なわない高品質を有するが、現像処理前のデータであるため、表
示やプリントアウトには即時対応ができず、ＲＡＷ現像のための時間を要してしまう。ま
た、ＲＡＷはＪＰＥＧなどのように広く普及したファイルではないため、ＲＡＷファイル
を扱える再生環境も限定されてしまう。
【００７１】
　そこで、本実施形態の追いかけ現像が有効な機能となる。本実施形態では、追いかけ現
像が実行されると、既に記録されているＲＡＷファイルを読み出して、高画質現像部１１
２によって高画質に現像処理を行い、画像ファイルを生成する。そして、生成した画像フ
ァイルを記録媒体１５２等へ、高画質現像部１１２によって高画質に現像処理された画像
ファイルであると分かるようなファイル名（例えば、後述のファイル名（Ｃ））を付与し
記録する。
【００７２】
　画像ファイルを記録した後、先程読み出したＲＡＷファイルが、既に記録媒体１５２に
記録されていた場合は、そのＲＡＷファイルのファイル名を高画質現像部１１２によって
高画質に現像処理が実行されたと分かるようなファイル名にリネームする。例えば、前述
のファイル名（Ｂ）から、後述のファイル名（Ｄ）へリネームを行う。
【００７３】
　また、先程読み出したＲＡＷファイルが、一時的にバッファ部１１５に記録されていた
場合は、そのＲＡＷファイルのファイル名として、高画質現像部１１２によって高画質に
現像処理が実行されたと分かるファイル名を付与し、記録媒体１５２へ記録する。
　そして、このような追いかけ現像を、撮影と撮影の合間や、再生モードやスリープ状態
などユーザー操作待ちの、比較的、装置の処理負荷が小さい状態において実行させる。追
いかけ現像は手動に限らず、制御部１６１が自動に実行させるように設計するとよい。
【００７４】
　このように構成することにより、その後に、細部の確認表示やプリントアウトなど、高
画質な再生の要求においても、その都度余計な現像処理が発生せず、また、従来の画像フ
ァイルと同様の一般的な環境における活用が可能となる。
【００７５】
　記録媒体１５２等には、１回の撮影指示に対して、画像ファイルとＲＡＷファイルが１
つずつの組として記録されている。手動または自動によって追いかけ現像を行う場合、制
御部１６１が、各画像の組について、追いかけ現像が処理済みか未処理かを判定する（Ｓ
５２０）。
【００７６】
　判定の方法は、例えば画像ファイル４００のメタデータ部４０２に格納されている現像
ステータス４０５に含まれる、この画像ファイルが簡易現像部１１１で処理されたものな
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のか否かを識別するためのフラグを参照し、このフラグから判定する方法がある。或いは
ＲＡＷファイル４１０の中の現像ステータス４１５を参照し、同様に判定してもよい。或
いは、一連の撮影された画像に対して、現像処理の状態を示すテーブルファイルを別に用
意して判定してもよい。
【００７７】
　制御部１６１によって、追いかけ現像が処理済みと判断されれば、Ｓ５０２に遷移する
。追いかけ現像が未処理の画像があれば、Ｓ５２１に遷移する。追いかけ現像が未処理の
画像に対応するＲＡＷファイルが、バッファ部１１５にバッファリングされていれば（Ｓ
５２１）、Ｓ５２３に進み、バッファリングされていなければ対応するＲＡＷファイルを
記録媒体１５２等から読み出す（Ｓ５２２）。
【００７８】
　バッファ部１１５は、画像撮影モードで撮影された、新しい画像から優先的に保持され
るように、データが更新される。すなわち、過去に撮影された画像から順にバッファから
取り除かれる。こうすることにより、直前に撮影された画像は常にバッファに保持されて
いるので、Ｓ５２２をスキップし、高速に処理できる。さらに、直前に撮影された画像か
ら時刻を遡って、追いかけ現像を実行するようにすれば、バッファに保持されている画像
から優先的に処理が完了できるため、処理の効率化ができる。
【００７９】
　Ｓ５２３において、ＲＡＷ伸張部１１４が、バッファ部１１５または記録媒体１５２か
ら読み出したＲＡＷファイルを伸張処理し、ＲＡＷ画像を復元する。
　復元されたＲＡＷ画像は、高画質現像部１１２で高画質に現像されて（Ｓ５２４）、ス
イッチ部１２１を経由して表示処理部１２２や画像圧縮部１４１に出力される。
【００８０】
　高画質現像部１１２は、ＲＡＷ画像をデベイヤー処理（デモザイク処理）し、輝度と色
差から成る信号へ変換して、各信号に含まれるノイズを除去、光学的な歪を補正し、画像
を適正化するなどの所謂現像処理を行う。高画質現像部１１２によって生成される現像処
理済みの画像のサイズ（画素数）は、撮像センサー部１０２から読出された全体サイズの
まま、或いはユーザーから設定されたサイズとなり、２００万画素以下に制限された簡易
現像の画像よりも格段に高品質となる。
【００８１】
　高画質現像部１１２は、簡易現像部１１１よりも各々の処理が高精度であるため、より
高画質な現像画像が得られるが、一方で、処理負荷が大きくなってしまう。本実施形態の
高画質現像部１１２は、撮影と並行したリアルタイムの現像処理を避け、時間をかけて現
像処理可能としたことで、回路規模や消費電力の増大を抑える構成となっている。
【００８２】
　高画質現像部１１２で現像処理された画像情報は、画像圧縮部１４１に供給され、画像
圧縮部１４１は、取得した画像情報に対して高能率符号化処理（画像圧縮）を施し（Ｓ５
２５）、高画質の画像ファイルを生成する。なお、画像圧縮部１４１は、ＪＰＥＧなどの
公知の技術により圧縮処理を行う。
【００８３】
　Ｓ５２６において、記録再生部１５１が高画質の画像ファイルを記録媒体１５２等に記
録する。その際、制御部１６１は、記録再生部１５１に対して、次のような制御を行う。
制御部１６１は、記録再生部１５１が記録媒体１５２へ記録する画像ファイルは、高画質
現像部１１２で高画質に現像処理を行い生成された画像ファイルであると判断する。そし
て、記録再生部１５１が記録媒体１５２へ画像ファイルを記録する際に付与するファイル
名について、高画質現像部１１２で現像処理し生成された画像ファイルであると分かるよ
うなファイル名（Ｃ）を付与する。
【００８４】
　前述のファイル名（Ａ）とファイル名（Ｃ）は、別なファイル名とする。その際のファ
イル名（Ｃ）については後述する。なお、制御部１６１における現像履歴状態の判断は、
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画像ファイルに含まれる現像ステータスを参照して判断する。つまり、記録再生部１５１
は、高画質現像処による画像ファイルに対して、簡易現像による画像ファイル（ファイル
名（Ａ））とは別のファイル名（ファイル名（Ｃ））を付与して記録する。その際、記録
媒体１５２に記録されている簡易現像による画像ファイル（ファイル名（Ａ））は削除す
る。
【００８５】
　Ｓ５２６で記録される画像ファイル（ファイル名（Ｃ））は、図４（ａ）に示す画像フ
ァイル４００の構成で、ヘッダ部４０１、メタデータ部４０２、圧縮データ部４０３から
成る。ヘッダ部４０１には、この画像ファイルのファイル名（例えば前述のファイル名（
Ｃ））や、このファイルが画像ファイルの形式であることを示す識別コードなどが含まれ
ている。圧縮データ部４０３には、高能率符号化された画像の圧縮データが含まれている
。
【００８６】
　メタデータ部４０２には、この画像ファイルの元となったＲＡＷファイルのファイル名
（例えば後述のファイル名（Ｄ））の情報４０４が含まれる。また、この画像ファイルが
高画質現像部１１２によって高画質現像されたことを示す現像ステータス４０５の情報が
含まれる。また、元のＲＡＷファイルのメタデータから抽出された、評価値算出部１０５
や認識部１３１で検知された評価値や被写体情報、及び、撮像光学部１０１や撮像センサ
ー部１０２からの撮影時の情報を含む撮影メタデータ４０６が含まれる。
【００８７】
　Ｓ５２６において、記録再生部１５１が高画質の画像ファイルを記録媒体１５２等に記
録した後、フローはＳ５２７へ移る。
　Ｓ５２７において、記録再生部１５１は、追いかけ現像の元となったＲＡＷファイルに
ついて、メタデータ部４１２内の現像ステータス４１５を、高画質現像済（または追いか
け現像済）であると示す情報にて更新する。
【００８８】
　また、追いかけ現像の元となったＲＡＷファイルが、高画質現像済みであると分かるよ
うなファイル名（Ｄ）にリネームする。ファイル名（Ｄ）については後述する。Ｓ５２７
において、ＲＡＷファイルをリネームした後、フローはＳ５０２へ遷移する。なお、追い
かけ現像の処理は、追いかけ現像が未処理の画像がある場合、その画像毎に同様の処理を
繰り返して実行可能である。
【００８９】
　次に、撮像装置１００の画像再生モードにおける動作について説明する。
　図６に、本実施形態の画像再生モードの処理に係るフローチャートを示す。図６のフロ
ーチャートは、制御部１６１によって、各処理ブロックを制御し実行される処理手順を図
示したものであり、制御部１６１が有するメモリ（ＲＯＭ）に格納されているプログラム
をメモリ（ＲＡＭ）に展開し、ＣＰＵが実行することにより実現される。
【００９０】
　図６において画像再生モードの処理が開始されると（Ｓ６００）、制御部１６１が撮像
装置１００の処理負荷状況が低いか否かを判定し（Ｓ６０１）、負荷状況に応じた頻度で
アイドル状態（Ｓ６１０）へ遷移し、そうでなければＳ６０２へ進む。例えば、再生指示
などのユーザー操作を待っている間は、処理負荷が低いため、Ｓ６１０へ遷移する。ユー
ザーからの操作に応じて画像の再生が開始されている（再生中の状態を含む）場合はＳ６
０２へ進む。
【００９１】
　Ｓ６０２において、制御部１６１が、再生される画像について、ユーザーから拡大表示
の指示を受けているかを判定する。拡大表示があればＳ６０３に進み、拡大表示がなけれ
ばＳ６２０に進む。
【００９２】
　図７に、拡大表示を含む表示形態の種類を説明する。図７は、本実施形態の画像再生モ
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ードの表示処理の例を示す図である。
　図７（ａ）の表示例７００は、７０１に示す６つの画像を縮小して表示部１２３に縮小
表示している例である。
　図７（ｂ）の表示例７１０は、ある１つの画像７１１の全体を表示部１２３に表示して
いる例であり、この表示の状態を通常表示とする。
　図７（ｃ）の表示例７２０は、ある１つの画像の一部領域を拡大した画像７２１を表示
部１２３に拡大表示している例である。例えば、撮影直後にフォーカスの適否の確認を行
うような場合に、表示例７２０のように被写体像の細部を拡大表示する使われ方が一般的
である。
【００９３】
　表示例７２０のように拡大表示する場合、図６のフローはＳ６０２からＳ６０３へ遷移
する。表示例７００のように縮小表示する場合は、Ｓ６０２からＳ６２０へ遷移する。表
示例７１０のような場合は、表示部１２３の表示画素数が簡易現像による画像ファイルの
画素数、前述の例ならば２００万画素以下、であれば等倍もしくは縮小での表示であるた
め、Ｓ６０２からＳ６２０へ遷移する。
【００９４】
　Ｓ６２０において、記録再生部１５１が、記録媒体１５２等から再生対象の画像ファイ
ルを読み出す。そして、Ｓ６２１において、画像伸長部１４２が、画像ファイルを復号し
て伸張し、Ｓ６０８において、表示処理部１２２が図７の各図に示すような形態で表示画
像を表示部１２３へ出力する。
【００９５】
　このとき、表示部１２３の画面上には、表示処理部１２２が画像ファイルのヘッダ部の
情報を読み取ることにより、図７のように表示している画像ファイルのファイル名を出力
することが可能である。ファイル名の表示と非表示は、ユーザーが操作部１６２を通して
選択可能である。このときのファイル名は、前述したファイル名（Ａ）、ファイル名（Ｃ
）、のような現像履歴状態が判断できるようなファイル名を表示する。
【００９６】
　表示される画像が、簡易現像による画像ファイルの画素数、前述の例ならば２００万画
素以下で足りる場合は、画像ファイルが簡易現像部１１１で現像処理されたものであって
も、十分な画質で表示できる。画像ファイルが高画質現像部１１２で現像処理されたもの
であるならば、勿論、表示に十分な画質であるということは言うまでも無い。
【００９７】
　一方、拡大表示の場合、表示される画像が、簡易現像による画像ファイルの画素数、前
述の例ならば２００万画素以下では足りないことが起こり得る。すなわち、簡易現像によ
る画像ファイルを用いて表示したのでは、解像感の低下を招いてしまう。
【００９８】
　よって、拡大表示の場合は、Ｓ６０３において、制御部１６１が、再生対象となって表
示されるべき画像の画像ファイルが、高画質現像部１１２で現像されたものであるかどう
かを判定する。判定の方法は、例えば画像ファイル４００のメタデータ部４０２に格納さ
れている現像ステータス４０５に含まれる、この画像ファイルが簡易現像部１１１で処理
されたものなのか否かを識別するためのフラグを参照し、このフラグから判定する方法が
ある。或いはＲＡＷファイル４１０の中の現像ステータス４１５を参照し、同様に判定し
てもよい。或いは、一連の撮影された画像に対して、現像処理の状態を示すテーブルファ
イルを別に用意して判定してもよい。
【００９９】
　Ｓ６０３で、高画質現像されたものである場合は、拡大されても十分な画質で表示可能
な高画質の画像ファイルであることを意味するので、Ｓ６２０に進み、記録再生部１５１
が該当する高画質の画像ファイルを記録媒体１５２等から読み出して、再生表示する。こ
のように、高画質現像部１１２で現像された画像ファイルである場合は、このようにＳ６
２０以降の処理で高画質に表示できる。
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【０１００】
　Ｓ６０３で、高画質現像されたものでない場合は、簡易現像部１１１で現像処理された
画像ファイルであることを意味するので、Ｓ６０４に進み、高画質現像（前述した、追い
かけ現像）を実行する。
【０１０１】
　Ｓ６０４において、再生対象となる画像に対応するＲＡＷファイルが、バッファ部１１
５にバッファリングされていれば（Ｓ６０４）、Ｓ６０６に進み、バッファリングされて
いなければ対応するＲＡＷファイルを記録媒体１５２等から読み出す（Ｓ６０５）。
【０１０２】
　バッファ部１１５は、画像撮影モードで撮影された、新しい画像から優先的に保持され
るように、データが更新される。すなわち、過去に撮影された画像から順にバッファから
取り除かれる。こうすることにより、直前に撮影された画像は常にバッファに保持されて
いるので、Ｓ６０５をスキップし、高速に表示に至れるようになる。
【０１０３】
　Ｓ６０６において、ＲＡＷ伸張部１１４が、バッファ部１１５または記録媒体１５２等
から読み出したＲＡＷファイルを復号して伸張し、ＲＡＷ画像を復元する。
　復元されたＲＡＷ画像は、高画質現像部１１２で高画質に現像処理されて（Ｓ６０７）
、スイッチ部１２１を経由して表示処理部１２２に出力される。
【０１０４】
　Ｓ６０８において、表示処理部１２２が図７（ｃ）に示すような拡大画像を表示部１２
３へ出力する。また、このとき、表示部１２３の画面上には、表示処理部１２２が画像フ
ァイルのヘッダ部の情報を読み取ることにより、表示している画像ファイルのファイル名
を出力することが可能である。
【０１０５】
　ファイル名の表示と非表示は、ユーザーが操作部１６２を通して選択可能である。この
ときのファイル名は、前述したファイル名（Ｃ）のような高画質現像したことが判断でき
るようなファイル名を表示する。
【０１０６】
　高画質現像部１１２は、ＲＡＷ画像をデベイヤー処理（デモザイク処理）し、輝度と色
差から成る信号へ変換して、各信号に含まれるノイズを除去、光学的な歪を補正し、画像
を適正化するなどの所謂現像処理を行う。高画質現像部１１２によって生成される現像処
理済みの画像のサイズ（画素数）は、撮像センサー部１０２から読出された全体サイズの
まま、或いはユーザーから設定されたサイズとなり、２００万画素以下に制限された簡易
現像の画像よりも格段に高品質となる。
【０１０７】
　従って、高画質現像部１１２で現像された画像ならば、拡大表示の要求に対して十分な
画質で応えることができる。
　なお、Ｓ６０８の表示が停止されると、フローはＳ６０１に戻る。Ｓ６０１において、
アイドル状態Ｓ６１０に遷移した場合は、前述した図５のフローチャートに従って処理さ
れる。
【０１０８】
　図６のＳ６０４以降の高画質現像は、前述したように、撮影直後等の、まだ追いかけ現
像が実行されていないタイミングで発生することが想定される。本実施形態では、撮影と
撮影の合間や、再生モードやスリープ状態などユーザー操作待ちの、比較的装置の処理負
荷が小さい状態のときに画像の追いかけ現像が徐々に終了し、簡易現像による画像ファイ
ルが自然と高画質現像による画像ファイルに置き換わる。そうして置き換えが進むに従っ
て、Ｓ６０４以降の高画質現像は発生するケースが減少し、拡大表示に対して速やかに高
画質画像を出力できるようになり、操作性が一層高まっていく。
【０１０９】
　また、バッファ部１１５にＲＡＷファイルが保持されている場合には、Ｓ６０５をスキ
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ップできるため、素早く表示できるようになると前述した。そこで、バッファ部１１５に
なるべくＲＡＷファイルが保持された状態になるよう、図７の表示例７００や７１０の場
合に、拡大表示に備え、画像７０１や画像７１１に対応するＲＡＷファイルを予め記録媒
体から読み出してバッファ部１１５へ移動するとよい。拡大表示の指示よりも先行して、
記録再生部１５１が記録媒体１５２等から該当するＲＡＷファイルを読み出してバッファ
リングすることで、表示例７２０のような拡大表示の指示がなされたときに、より素早く
表示することができる。
【０１１０】
　次に、本実施形態に係る撮像装置において、ユーザーが現像済みの画像ファイルを削除
するときの処理を図８のフローを用いて説明する。
　Ｓ８００において、ユーザーが操作部１６２より、現像済みの画像ファイルの削除のメ
ニューを選択する。すると制御部１６１は、表示処理部１２２を通して表示部１２３へ、
「（削除しようとしている画像ファイルに）対応するＲＡＷファイルも削除しますか？」
という問いをユーザーへ表示する。
【０１１１】
　Ｓ８０１において、ユーザーが、Ｙｅｓを選択した場合、Ｓ８０２へ遷移し、操作部１
６２にて削除対象として選択された画像ファイルに対応するＲＡＷファイルを記録再生部
１５１が記録媒体１５２より削除し、Ｓ８０４へ移る。
　Ｓ８０１において、ユーザーが、Ｎｏを選択した場合、Ｓ８０３へ遷移し、削除対象と
なった画像ファイルに対応するＲＡＷファイルのファイル名を、対応する現像画像ファイ
ルが存在しない（削除された）と分かるようなファイル名（Ｅ）にリネームする。
【０１１２】
　また、削除対象となった画像ファイルに対応するＲＡＷファイルのメタデータ部に記録
されている、ＲＡＷファイルに対応する画像ファイル名（例えば、ファイル名（Ａ）やフ
ァイル名（Ｃ））を削除する。または、対応する画像ファイルが存在しないことを示すよ
うな特殊なコード（例えば、ＦＦＦＦＦＦＦＦ）に変更する。また、このＲＡＷファイル
に含まれる現像ステータスも削除、または、対応する画像ファイルが存在しないことを示
すようなステータスに変更する。これらの処理の後、Ｓ８０４へ移る。
　Ｓ８０４では、ユーザーが操作部１６２にて選択した画像ファイルを、記録再生部１５
１が記録媒体１５２より削除し動作を終了する。
【０１１３】
　前述したファイル名（Ａ）、ファイル名（Ｂ）、ファイル名（Ｃ）、ファイル名（Ｄ）
、ファイル名（Ｅ）について具体的な例を挙げて説明する。
　本実施形態では、ファイル名（Ａ）、ファイル名（Ｂ）、ファイル名（Ｃ）、ファイル
名（Ｄ）、ファイル名（Ｅ）は共にＤＣＦ準拠のファイル名であるとするが、本発明はＤ
ＣＦ準拠のファイル名に限定されるものではない。
【０１１４】
　具体的な例として、ここでは画像ファイルの拡張子を.JPG、ＲＡＷファイルの拡張子を
.CRW、とする。本発明はこれらの拡張子には限定されない。また、ＤＣＦファイル名に習
い、ファイル名は８文字とし、ファイル名の４～８文字目は0001～9999のファイル番号と
する。
【０１１５】
ファイル名（Ａ）の例を記載する。
IMGL0001.JPG
IMGL0002.JPG
IMGL0003.JPG
ここでは、４文字目のLが、簡易現像後の画像ファイルであることを示す。
【０１１６】
ファイル名（Ｂ）の例を記載する。
IMGM0001.CRW
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IMGM0002.CRW
IMGM0003.CRW
ここでは、４文字目のMが簡易現像のみ実行済みであり、高画質現像が行われていないＲ
ＡＷファイルであることを示す。
【０１１７】
ファイル名（Ｃ）の例を記載する。
IMGH0001.JPG
IMGH0002.JPG
IMGH0003.JPG
ここでは、４文字目のHが、高画質現像後の画像ファイルであることを示す。
【０１１８】
ファイル名（Ｄ）の例を記載する。
IMGE0001.CRW
IMGE0002.CRW
IMGE0003.CRW
ここでは、４文字目のEが、高画質現像まで実行されているＲＡＷファイルであることを
示す。
【０１１９】
ファイル名（Ｅ）の例を記載する。
IMGF0001.CRW
IMGF0002.CRW
IMGF0003.CRW
ここでは、４文字目のFが、ＲＡＷファイルに対応する現像処理後の画像ファイルが存在
しないＲＡＷファイルであることを示す。
【０１２０】
　本実施形態では一例として、ファイル名の４文字目に、現像履歴状態を示すような文字
を挿入したが、本発明はこれに限定されず、ファイル名のどこかに含まれていればよい。
どの文字がどの現像履歴状態を示すかについては、本撮像装置の仕様書や取扱説明書、ヘ
ルプ等でユーザーに示されていることが望ましい。
【０１２１】
　このように本実施形態の撮像装置１００は、ＲＡＷファイルの現像履歴状態によって、
ＲＡＷファイルのファイル名を変更すると共に、簡易現像か高画質現像かによって画像フ
ァイルのファイル名を変更する。このようにすることにより、ユーザーは該当ファイルの
ファイル名を見るだけで、そのファイルの現像履歴状態を把握することができＲＡＷファ
イルや画像ファイルの削除、移動等の判断をスムーズに行うことが可能となる。その結果
、ユーザーの利便性を向上することができる。
【０１２２】
　また、フローチャートでは静止画を例に挙げて説明したが動画の場合でも、ＲＡＷファ
イルの現像履歴状態によって、ＲＡＷファイルのファイル名を変更すると共に、簡易現像
か高画質現像かによって動画ファイルのファイル名を変更するとする。これにより、同様
の効果を得ることができる。
【０１２３】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、現像判断処理の判断結果を記録再生部１５１が記録媒体１５２に
記憶する際のファイル名に反映する、ことを特徴とする撮像装置について説明した。第２
の実施形態においては、現像判断処理の判断結果をファイル名には反映せず、撮像装置１
００上の表示内容または映像出力端子１２４から出力される表示内容に反映することを特
徴とする撮像装置について説明する。
【０１２４】
　第２の実施形態の撮像装置は、第１の実施形態における撮像装置の構成（図１）と同じ



(19) JP 6333008 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

構成の撮像装置である。また、第２の実施形態の撮像装置は、第１の実施形態における撮
像装置の動作モード（図２）と同じ動作モードを持つ。また、第２の実施形態における画
像ファイルの構造と、ＲＡＷファイルの構造は、第１の実施形態と同様のものとする（図
４）。
【０１２５】
　また、第２の実施形態の撮像装置は、第１の実施形態における撮像装置と同様のフロー
（図３、図５、図６）にて処理を行うが、フロー内の処理において違いがある。ここでは
、分かり易く説明を行うため同じ処理の説明は省略し、第１の実施形態に対する差分を説
明する。
【０１２６】
　まず、第２の実施形態の撮像装置における画像撮影モードの処理を、図３を用いて説明
する。
　Ｓ３００、Ｓ３０１、Ｓ３０２、Ｓ３０３、Ｓ３０４、Ｓ３０５、Ｓ３０６、Ｓ３０７
、Ｓ３０８、Ｓ３１０は、第１の実施形態と同様の処理を行う。
【０１２７】
　Ｓ３１１においては、記録再生部１５１が記録媒体１５２へ、画像ファイルにファイル
名を付与して記録する。その際ファイル名は、第１の実施形態とは異なり、記録再生部１
５１は、簡易現像部１１１で現像処理された画像情報に基づく画像ファイルであると分か
るようなファイル名を付与せず、画像ファイルに付与されるようなファイル名であればな
んでもよい。
【０１２８】
　Ｓ３１２は、第１の実施形態と同様の処理を行う。
　Ｓ３１３においては、記録再生部１５１が記録媒体１５２へ、ＲＡＷファイルにファイ
ル名を付与して記録する。その際ファイル名は、第１の実施形態とは異なり、制御部１６
１は、高画質現像部１１２で現像処理が実行されていないと分かるようなファイル名を付
与することは行わず、ＲＡＷファイルに付与されるようなファイル名であればなんでもよ
い。
　Ｓ３２０は、第１の実施形態と同様の処理（アイドル状態への遷移）を行う。
【０１２９】
　次に、第２の実施形態の撮像装置におけるアイドル状態の処理を、図５を用いて説明す
る。
　Ｓ５００、Ｓ５０１、Ｓ５０２、Ｓ５０３、Ｓ５１０（画像撮影モードへの遷移）、Ｓ
５１１（画像再生モードへの遷移）、Ｓ５２０、Ｓ５２１、Ｓ５２２、Ｓ５２３、Ｓ５２
４、Ｓ５２５は、第１の実施形態と同様の処理を行う。
【０１３０】
　Ｓ５２６においては、記録再生部１５１が記録媒体１５２へ、高画質の画像ファイルに
ファイル名を付与して記録する。その際のファイル名は、第１の実施形態とは異なり、制
御部１６１は、高画質現像部１１２で現像処理し生成された画像ファイルであると分かる
ようなファイル名を付与することは行わず、画像ファイルに付与されるようなファイル名
であればなんでもよい。
　Ｓ５２７においては、第２の実施形態の撮像装置では処理を行わない。
【０１３１】
　次に、第２の実施形態の撮像装置における画像再生モードの処理を、図６、図１０を用
いて説明する。図１０－１、図１０－２は、本実施形態の特徴であり、画像再生モードの
表示処理の例を示す図である。
　Ｓ６００、Ｓ６０１，Ｓ６０２、Ｓ６０３、Ｓ６０４、Ｓ６０５、Ｓ６０６、Ｓ６０７
、Ｓ６１０（アイドル時の状態へ遷移）、Ｓ６２０、Ｓ６２１は第１の実施形態と同様の
処理を行う。
【０１３２】
　Ｓ６０８において、表示処理部１２２が図１０の各図に示すような表示画像を表示部１
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２３へ出力する。このとき、表示部１２３の画面上には、表示している画像ファイルのフ
ァイル名を出力することが可能である。ファイル名の表示と非表示は、ユーザーが操作部
１６２を通して選択可能である。第２の実施形態においては、第１の実施形態とは異なり
、表示部１２３の画面上にファイル名を出力していない場合を想定する。
【０１３３】
　図１０－１（ａ）、図１０－２（ｄ）、図１０－２（ｅ）の表示例１０００は、画像フ
ァイル１００１、１００２、１００３、１００４、１００５、１００６に示す６つの画像
ファイルを縮小して表示部１２３に縮小表示している例である。
【０１３４】
　図１０－１（ａ）では、６つの縮小画像はそれぞれ枠線１０３１、１０３２、１０３３
、１０３４，１０３５、１０３６に囲まれている。図１０－１（ａ）、図１０－２（ｄ）
、図１０－２（ｅ）、及び６つの画像ファイルと図１０－１（ａ）の枠線についての詳細
は後述する。
【０１３５】
　図１０－１（ｂ）の表示例１０１０は、ある１つの画像１０１１の全体を表示部１２３
に表示している例であり、枠線１０１２によって画像１０１１が囲まれている。枠線１０
１２についての詳細は後述する。
【０１３６】
　図１０－１（ｃ）の表示例１０２０は、ある１つの画像の一部領域を拡大した画像１０
２１を表示部１２３に拡大表示している例である。例えば、撮影直後にフォーカスの適否
の確認を行うような場合に、表示例１０２０のように被写体像の細部を拡大表示する使わ
れ方が一般的である。また、表示されている画像１０２１の画像ファイルは、枠線１０２
２に囲まれている。枠線１０２２については後述する。
【０１３７】
　表示例１０２０のように拡大表示する場合、図６のフローはＳ６０２からＳ６０３へ遷
移する。表示例１０００のように縮小表示する場合は、Ｓ６０２からＳ６２０へ遷移する
。表示例１０１０のような場合は、表示部１２３の表示画素数が簡易現像による画像ファ
イルの画素数、前述の例ならば２００万画素以下、であれば等倍もしくは縮小での表示で
あるため、Ｓ６０２からＳ６２０へ遷移する。
【０１３８】
　Ｓ６２０において、記録再生部１５１が、記録媒体１５２等から再生対象の画像ファイ
ルを読み出す。そして、Ｓ６２１において、画像伸長部１４２が、画像ファイルを復号し
て伸張し、Ｓ６０８において、表示処理部１２２が図１０－１、図１０－２の各図に示す
ような形態で表示画像を表示部１２３へ出力する。
【０１３９】
　表示部１２３の画面上に図１０－１（ａ）が表示されていたときの画像ファイル１００
１～１００６について、それぞれの画像の詳細を述べる。
　画像ファイル１００１、１００２、１００３は、高画質現像部１１２にて現像された高
画質の画像ファイルである。それぞれの画像ファイル１００１、１００２、１００３に対
応する、簡易現像部１１１にて現像された簡易画像ファイルは既に削除されている例であ
る。
【０１４０】
　画像ファイル１００４、１００５、１００６は、簡易現像部１１１にて現像された画像
ファイルであり、それぞれの画像ファイル１００４、１００５、１００６に対応する高画
質画像ファイルは、まだ現像されていない例である。
【０１４１】
　図１０－１（ａ）のように６つの画像ファイルを表示する際、表示処理部１２２は、画
像ファイル１００１、１００２、１００３、それぞれ画像ファイルのメタデータ部の現像
ステータスを読み取る。画像ファイル１００１、１００２、１００３が高画質現像部１１
２にて現像された画像ファイルであることを認識する。そして、表示部１２３上の画面上
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に図１０（ａ）のように表示する際に、画像ファイル１００１、１００２、１００３の縮
小画像を実線の枠線１０３１、１０３２、１０３３で囲む。これにより、表示している縮
小画像（１００１、１００２、１００３）が高画質に現像されたファイルであることをユ
ーザーに分かるように表示する。
【０１４２】
　つまり、実線の枠で囲まれている縮小画像は、高画質現像部１１２にて高画質に現像さ
れた画像ファイルであるということを示している。この事項については、本撮像装置の仕
様書や取扱説明書、ヘルプ等でユーザーに示されていることが望ましい。また、図１０－
１（ａ）については、説明を分かり易くするために、例えば画像ファイル１００１と実線
の枠線１０３１に隙間を設けてあるが、この隙間はあってもなくてもよい。
【０１４３】
　図１０－１（ａ）のように６つの画像ファイルを表示する際、表示処理部１２２は、画
像ファイル１００４、１００５、１００６、それぞれ画像ファイルのメタデータ部の現像
ステータスを読み取る。これにより、画像ファイル１００４、１００５、１００６が簡易
現像部１１１にて現像された画像ファイルであることを認識する。
【０１４４】
　そして、表示部１２３上の画面上に図１０－１（ａ）のように表示する際に、画像ファ
イル１００４、１００５、１００６の縮小画像を点線の枠１０３４、１０３５、１０３６
で囲む。これにより、表示している縮小画像の画像ファイル１００４、１００５、１００
６が高画質に現像されたファイルであることをユーザーに分かるように表示する。
【０１４５】
　つまり、点線の枠で囲まれている縮小画像は、簡易現像部１１１で現像された画像ファ
イルであるということを示している。この事項については、本撮像装置の仕様書や取扱説
明書、ヘルプ等でユーザーに示されていることが望ましい。また、図１０－１（ａ）につ
いては、説明を分かり易くするために、例えば画像ファイル１００４と点線の枠１０３４
に隙間を設けてあるが、この隙間はあってもなくてもよい。また、枠線１０３１、１０３
２、１０３３、１０３４、１０３５、１０３６は、ユーザーが操作部１６２を通して表示
、非表示が切り替えられるようになっていてもよい。
【０１４６】
　また、簡易現像部１１１にて現像された画像ファイルか、高画質現像部１１２にて現像
された画像ファイルかを示す表現として、図１０－１（ａ）のように枠線の種類に限るこ
とはない。例えば枠線の色で差別化されてもよいし、図１０－２（ｄ）のように、例えば
星形のような、特殊なマークの表示、非表示で現像の状態を差別化してもよい。また、図
１０－２（ｅ）のように、「簡易現像」、「高画質現像」のような言葉を表示するような
ものであってもよい。つまり、簡易現像部１１１にて現像された画像ファイルか、高画質
現像部１１２にて現像された画像ファイルかを視覚的に差別化することが可能な表現であ
れば何でもよい。
【０１４７】
　図１０－１（ｂ）のように１つの画像ファイルを表示する際も、図１０－１（ａ）のと
きと同様に、表示処理部１２２は、表示する画像１０１１の画像ファイルのメタデータ部
の現像ステータスを読み取る。これにより、画像１０１１の画像ファイルが簡易現像部１
１１で現像された画像ファイルであるか、高画質現像部１１２にて現像された画像ファイ
ルであるかを認識する。
【０１４８】
　そして、図１０－１（ａ）の簡易画像の画像ファイル１００４等のときと同様に、画像
１０１１の画像ファイルが簡易現像部１１１で現像された簡易画像であれば、枠線１０１
２は点線の枠となる。また、高画質現像部１１２にて現像された画像ファイルであれば、
枠線１０１２は実線の枠となる。視覚的な表現は、図１０－１（ａ）、図１０－２（ｄ）
、図１０－２（ｅ）の関係と同様に、簡易現像部１１１にて現像された画像ファイルか、
高画質現像部１１２にて現像された画像ファイルかを視覚的に差別化することが可能な表
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現であれば何でもよい。
【０１４９】
　また、これらの視覚的な表現については、本撮像装置の仕様書や取扱説明書、ヘルプ等
でユーザーに示されていることが望ましい。また、枠線１０１２については、ユーザーが
操作部１６２を通して表示、非表示が切り替えられるようになっていてもよい。また、図
１０（ｂ）においては、説明を分かり易くするために、表示例１０１０の表示画面枠と実
線の枠線１０１２に隙間を設けてあるが、この隙間はあってもなくてもよい。
【０１５０】
　図１０－１（ｃ）のように１つの画像ファイルを拡大表示する際には、高画質現像部１
１２にて現像された画像ファイルであるため、わざわざ高画質にて現像されたファイルで
あることを表示する必要は無い。
【０１５１】
　しかし、図１０－１（ａ）、図１０－１（ｂ）のときと同様に、例えば実線の枠線１０
２２のような枠線の種類によって高画質画像であることを表示できるようになっていても
よく、視覚的に表現する方法は、枠線の種類に限らず何でもよい。また、図１０－２（ｄ
）においては、説明を分かり易くするために、表示例１０２０の表示画面枠と実線の枠線
１０２２に隙間を設けてあるが、この隙間はあってもなくてもよい。
【０１５２】
　次に、本実施形態に係る撮像装置において、ユーザーが現像済みの画像ファイルを削除
するときの処理を、図１１のフローチャートを用いて説明する。
　Ｓ１１００において、ユーザーが操作部１６２より、現像済みの画像ファイルの削除を
選択する。すると制御部１６１は、表示処理部１２２を通して表示部１２３へ、「（削除
しようとしている画像ファイルに）対応するＲＡＷファイルも削除しますか？」という問
いをユーザーへ表示する。
【０１５３】
　Ｓ１１０１において、ユーザーが、Ｙｅｓを選択した場合、Ｓ１１０２へ遷移し、操作
部１６２にて選択された画像ファイルに対応するＲＡＷファイルを記録再生部１５１が記
録媒体１５２より削除し、Ｓ１１０４へ移る。Ｓ１１０１において、ユーザーが、Ｎｏを
選択した場合、Ｓ１１０３へ移る。
【０１５４】
　Ｓ１１０３では、削除対象となった画像ファイルに対応するＲＡＷファイルのメタデー
タ部に記録されている、ＲＡＷファイルに対応する画像ファイル名を削除する。または、
対応する画像ファイルが存在しないことを示すような特殊なコード（例えば、ＦＦＦＦＦ
ＦＦＦ）に変更する。また、このＲＡＷファイルに含まれる現像ステータスも削除、また
は、対応する画像ファイルが存在しないことを示すようなステータスに変更し、Ｓ１１０
４へ移る。
　Ｓ１１０４では、ユーザーが操作部１６２にて選択した画像ファイルを、記録再生部１
５１が記録媒体１５２より削除し動作を終了する。
【０１５５】
　このように本実施形態の撮像装置１００は、簡易現像か高画質現像かによって、画像フ
ァイルを表示部１２３上で表示する際の表示方法を変更する。このようにすることにより
、ユーザーは画像ファイルの再生画面を見るだけで、その画像ファイルの現像履歴状態を
把握することができＲＡＷファイルや画像ファイルの削除、移動等の判断をスムーズに行
うことが可能となる。その結果、ユーザーの利便性を向上することができる。
【０１５６】
　次に、ＲＡＷファイル４１０の中のヘッダ部４１１にサムネイル等、選択用画像の情報
が含まれている場合の、ＲＡＷファイルのリスト表示について述べる。
　ＲＡＷファイルは、現像なしには再生できない。よって、ＲＡＷファイル自体を扱うと
きのためにＲＡＷファイルのヘッダ部４１１に、サムネイル等、選択用画像の情報が含ま
れている場合が考えられる。
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【０１５７】
　ＲＡＷファイルをリスト表示する際は、記録媒体１５２から記録再生部１５１がリスト
表示するＲＡＷファイルを読み出し、リスト表示するＲＡＷファイルのヘッダ部４１１に
含まれる選択用画像が、画像伸長部１４２へ供給される。画像伸長部１４２で伸長された
ＲＡＷファイルの選択用画像は、表示処理部１２２を通して表示部１２３で表示される。
　ここで、本実施形態においては、ＲＡＷファイルは、以下の３つの現像ステータスを持
つことが想定される。
【０１５８】
　一つ目は、ＲＡＷファイルに対応する、簡易現像部１１１の現像にて生成された簡易画
像が存在する場合である。
　二つ目は、ＲＡＷファイルに対応する、高画質現像部１１２の現像にて生成された高画
質の画像が存在する場合（簡易画像は削除されている）である。
　三つ目は、ＲＡＷファイルに対応する、現像された画像が存在しない場合である。
【０１５９】
　本実施形態においては、記録媒体１５２から記録再生部１５１がＲＡＷファイルを読み
出したとき、制御部１６１は、記録再生部１５１から読み出されたＲＡＷファイルの現像
ステータスを参照し、その情報を基に表示処理部１２２を制御する。表示処理部１２２は
、リスト表示するＲＡＷファイルの現像ステータスに基づいた制御部１６１からの制御に
よって、ＲＡＷファイルをリスト表示する際の表示方法を変更する。
【０１６０】
　図１２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、撮像装置１００の表示部１２３の画面上で、６つの
ＲＡＷファイル１２０１、１２０２、１２０３、１２０４、１２０５、１２０６をリスト
表示している例である。
【０１６１】
　図１２（ａ）では、６つのＲＡＷファイルのリスト表示は、それぞれ枠線１２１１、１
２１２、１２１３、１２１４，１２１５、１２１６に囲まれている。図１２（ａ）では前
述した３つの現像ステータスによって、これらの枠線の表示方法を変更している。
【０１６２】
　枠線１２１１、１２１２は一点鎖線の枠であり、現像ステータスとしては、このＲＡＷ
ファイルに対応する、簡易現像部１１１の現像にて生成された簡易画像が存在する、とい
うことを示している。
　枠線１２１３、１２１４は二点鎖線の枠であり、現像ステータスとしては、このＲＡＷ
ファイルに対応する、高画質現像部１１２の現像にて生成された高画質の画像が存在する
、ということを示している。
【０１６３】
　枠線１２１５、１２１６は二重実線の枠であり、現像ステータスとしては、このＲＡＷ
ファイルに対応する、現像された画像が存在しない、ということを示している。
　どの種類の枠線がどの現像ステータスに対応するかという事項については、本撮像装置
の仕様書や取扱説明書、ヘルプ等でユーザーに示されていることが望ましい。
【０１６４】
　また、図１２（ａ）については、説明を分かり易くするために、例えばＲＡＷファイル
１２０１と一点鎖線の枠線１２１１に隙間を設けてあるが、この隙間はあってもなくても
よい。また、枠線１２１１～１２１６は、ユーザーが操作部１６２を通して表示、非表示
が切り替えられるようになっていてもよい。
【０１６５】
　また、ＲＡＷファイルの現像ステータスを示す表現として、図１２（ａ）のように枠線
の種類に限ることはない。例えば枠線の色で差別化されてもよいし、図１２（ｂ）のよう
に、例えば●、▲、■のような、特殊なマークで現像ステータスの状態を差別化してもよ
いし、それらのマークの表示、非表示で差別化してもよい。
　また、図１２（ｃ）のように、「簡易現像済」、「高画質現像済」、「現像画像無し」
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のような文字を表示するようなものであってもよい。つまり、ＲＡＷファイルの現像ステ
ータスを視覚的に差別化することが可能な表現であれば何でもよい。
【０１６６】
　このように本実施形態の撮像装置１００は、ＲＡＷファイルの現像ステータスよって、
ＲＡＷファイルを表示部１２３上でリスト表示する際の表示方法を変更する。このように
することにより、ユーザーは該当のＲＡＷファイルのリスト表示画面を見るだけで、その
ＲＡＷファイルの現像履歴状態を把握することができＲＡＷファイルや画像ファイルの削
除、移動等の判断をスムーズに行うことが可能となる。その結果、ユーザーの利便性を向
上することができる。
【０１６７】
　また、本実施形態では静止画を例に挙げて説明したが動画の場合でも、動画ファイル、
動画のＲＡＷファイル、の現像履歴状態によって、表示方法を変更することにより、同様
の効果を得ることができる。
【０１６８】
（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、前述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（コンピュータプログラム）を、ネットワークまた
は各種のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する。
そして、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラ
ムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０１６９】
１０１　撮像光学部
１０２　撮像センサー部
１０３　センサー信号処理部
１０４　カメラ制御部
１０５　評価値算出部
１１０　現像部
１１１　簡易現像部
１１２　高画質現像部
１１３　ＲＡＷ圧縮部
１１４　ＲＡＷ伸張部
１１５　バッファ部
１２１　スイッチ部
１２２　表示処理部
１２３　表示部
１２４　映像出力端子
１３１　認識部
１４１　画像圧縮部
１４２　画像伸長部
１５１　記録再生部
１５２　記録媒体
１５３　通信部
１５４　通信端子
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